
ポ
テ
ィ
エ
『
新
編
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
一
七
章
に
お
け
る
帰
国
権
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
八
七
一
）

ポ
テ
ィ
エ
『
新
編
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
学
説
彙
纂
』

第
五
〇
巻
一
七
章
に
お
け
る
帰
国
権
に
つ
い
て

吉　
　

原　
　

達　
　

也

は
じ
め
に

本
稿
は
、
ポ
テ
ィ
エ
『
新
編
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
学
説
彙
纂
』P

andectae Justinianeae in novum
 ordinem

 digestae （
1
）

の
最
終
章

第
五
〇
巻
第
一
七
章
「
古
法
の
さ
ま
ざ
ま
な
レ
グ
ラ
エ
に
つ
い
てD

e diversis regulis iuris antiqui

」
の
う
ち
、
第
二
部　

人
の
法

（S
ecunda P

ars de persona

）
の
う
ち
、
第
一
章
第
六
節
帰
国
権
に
関
す
る
論
題
の
検
討
を
通
じ
て
、
同
書
に
お
け
る
ポ
テ
ィ
エ
の
方
法

論
の
一
端
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
き
に
第
一
部　

法
の
一
般
的
レ
グ
ラ
エ
（P

rim
a P

ars de regulis 

juris generalibus, aut quae ad praevias quasdam
 legum

 notiones pertinent

）、
第
二
部
第
一
章
に
つ
い
て
、
若
干
の
検
討
と
紹
介
を
試

論　

説

〈
基
礎
法
学
〉

六
三
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
七
二
）

み
て
き
た

（
2
）

が
、
本
稿
は
そ
の
続
編
に
あ
た
る
。
本
稿
の
関
心
は
、
第
五
〇
巻
第
一
七
章
に
お
け
る
各
論
題
項
目
の
配
列
が
い
か
な
る
論
理

に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
、
帰
国
権
に
関
す
る
論
題
を
例
に
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。

帰
国
権
は
、
古
典
法
に
お
い
て
一
般
に
「
人
の
法
」
の
中
で
不
自
由
身
分
と
の
か
か
わ
り
で
論
じ
ら
れ
る
論
題
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
市
民

が
敵
の
捕
虜
と
な
っ
た
場
合
、
捕
虜
は
万
民
法
上
奴
隷
発
生
原
因
と
さ
れ
、
市
民
が
敵
の
捕
虜
と
な
っ
た
と
き
に
は
敵
の
奴
隷servus 

hostium

（G
ai.1,129

）
と
な
る
が
、
こ
の
者
が
戦
時
ま
た
は
平
時
に
帰
国
す
る
と
き
に
は
捕
虜
と
な
る
以
前
に
有
し
て
い
た
す
べ
て
の
権

利
を
回
復
す
る
。
か
か
る
捕
虜
の
復
権
は
帰
国
権
の
作
用
と
さ
れ
る

（
3
）

。

ポ
テ
ィ
エ
『
新
編
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
学
説
彙
纂
』
最
終
章
に
集
録
さ
れ
た
レ
グ
ラ
の
項
目
数
は
、
二
、〇
二
五
に
及
ぶ
。
本
来
の
第

五
〇
巻
第
一
七
章
に
は
体
系
的
な
配
列
は
と
ら
れ
て
い
な
い
。
ポ
テ
ィ
エ
は
、
学
説
彙
纂
の
法
文
を
換
骨
奪
胎
し
て
、
自
ら
が
案
出
し
た

膨
大
な
レ
グ
ラ
エ
の
中
に
配
置
し
、
一
般
、
人
、
物
、
訴
訟
、
公
法
と
い
う
五
部
制
の
分
類
の
も
と
に
ま
と
め
て
い
る

（
4
）

。
個
々
の
レ
グ
ラ

の
項
目
が
ど
の
よ
う
な
基
準
で
選
択
さ
れ
、
そ
し
て
配
列
さ
れ
て
い
る
の
か
、
本
稿
で
は
、『
新
編
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
章
第
一
七
章
帰

国
権
と
い
う
論
題
の
も
と
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
レ
グ
ラ
の
選
択
と
配
列
の
論
理
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

一

ポ
テ
ィ
エ
は
『
新
編
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
第
一
七
章
に
お
い
て
、
第
二
部
第
一
章
第
六
節
と
し
て
、「
帰
国
権
、
及
び
コ
ル
ネ
リ
ウ

ス
法
の
擬
制
に
つ
い
て
」
の
論
題
を
置
い
て
い
る
。
第
一
項
「
帰
国
権
、
及
び
そ
の
効
果
に
つ
い
て
」
に
は
、C

X
L

か
らC

X
L
V

ま
で

六
つ
の
レ
グ
ラ
エ
群
が
第
四
九
巻
第
一
五
章
「
帰
国
権
に
つ
い
て
」
か
ら
援
用
さ
れ
て
い
る
。
第
二
項
「
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
法
の
擬
制
に
つ

い
て
」
は
、
同
章
に
由
来
す
る
一
つ
の
法
文
か
ら
な
る

（
5
）

。

六
四
〇



ポ
テ
ィ
エ
『
新
編
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
一
七
章
に
お
け
る
帰
国
権
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
八
七
三
）

各
項
目
の
選
択
と
配
列
の
手
が
か
り
は
『
学
説
彙
纂
』
第
四
九
巻
第
一
五
章
に
つ
い
て
の
ポ
テ
ィ
エ
の
記
述
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

ポ
テ
ィ
エ
は
、
第
四
九
巻
第
一
五
章
「
捕
虜
に
つ
い
て
、
並
び
に
帰
国
権
及
び
敵
か
ら
買
戻
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
」
の
冒
頭
で
、
同
章
の

内
容
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
本
章
に
お
い
て
、
公
法
に
属
し
き
わ
め
て
頻
繁
に
適
用
さ
れ
る
二
つ
の
権
利
の
擬
制
が
語
ら
れ
る
。
即

ち
、
帰
国
権
の
擬
制
と
、
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
法
の
擬
制
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
に
、
敵
か
ら
買
戻
さ
れ
た
者
に
対
し
て
買
戻
し
た
者
に
帰

属
す
る
権
利
に
つ
い
て
の
取
り
扱
い
方
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。」
と
し
て
、
全
体
と
し
て
、
第
一
節　

帰
国
権
、
第
二
節　

敵
か
ら

買
戻
さ
れ
た
者
、
第
三
節　

捕
虜
中
に
死
亡
し
た
者
に
関
す
る
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
法
の
擬
制　

の
三
つ
の
節
を
立
て
る
。

ま
ず
第
一
節
冒
頭
で
、
ユ
帝
法
学
提
要
に
よ
り
帰
国
権postlim

inium

の
語
源
説
が
示
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、postlim

inium

と

は
、lim

en

及
びpost

の
謂
い
で
あ
り
、
敵
に
よ
り
捕
虜
と
な
っ
た
者
で
そ
の
後
に
吾
等
の
境
界
内
へ
と
到
達
し
た
者
が
帰
国
権
に
よ
り

帰
還
し
た
者
と
呼
ば
れ
る
、
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
ハ
イ
ネ
ッ
キ
ウ
ス
に
拠
る
と
し
な
が
ら
、
捕
虜
は
死
者
と
看
倣
さ
れ
た
が
ゆ
え
に
、
帰

る
際
に
家
の
敷
居
を
ま
た
い
で
家
の
中
に
入
る
の
は
不
吉
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
、
屋
根
と
樋
を
伝
っ
て
家
の
裏
にpost lim

en

入
っ

た
か
ら
と
す
る
別
の
語
源
説
（cf.P

lutarch, Q
uaest. R

om
.5

）
を
挙
げ
る
。
次
に
帰
国
権
の
定
義
に
関
し
て
、
失
わ
れ
た
物
を
敵
か
ら
取

り
戻
し
、
旧
の
状
態
に
復
す
る
権
利
の
こ
と
で
あ
る
、
と
す
るD

.49,15,19pr.

の
パ
ウ
ル
ス
・
サ
ビ
ヌ
ス
注
解
一
六
巻
の
法
文
が
引
か

れ
る
。

P
aulus lib. 16 ad

 S
abin

u
m

 D
.49,15,19pr.

：「
帰
国
権
と
は
、
吾
等
と
自
由
な
国
民
及
び
王
た
ち
と
の
間
で
慣
習
及
び
法
律
に
よ

り
確
立
さ
れ
た
、
失
わ
れ
た
物
の
権
利
を
異
国
民
か
ら
回
復
し
現
状
へ
と
回
復
す
る
権
利
で
あ
る
。
実
際
、
戦
争
に
よ
り
又
は
戦
争
間

近
に
吾
人
が
失
っ
た
も
の
を
、
吾
人
が
ふ
た
た
び
回
復
す
る
な
ら
ば
、
帰
国
権
に
よ
り
回
復
す
る
と
云
わ
れ
る
。
而
し
て
帰
国
権
は
自

然
法
上
の
衡
平
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
不
当
に
異
国
民
に
よ
り
拘
束
さ
れ
て
い
た
者
が
、
自
身
の
国
境
の
中
へ

六
四
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
七
四
）

と
帰
還
し
た
と
き
に
は
、
自
ら
の
元
の
権
利
を
回
復
す
る
こ
と
と
な
る
。」

こ
れ
を
受
け
て
、
帰
国
権
に
は
、
能
動
的actif

と
受
動
的passif

の
二
面
あ
り
と
し
、
前
者
は
、
帰
還
し
た
捕
虜
に
捕
虜
と
な
る
以

前
に
有
し
て
い
た
権
利
を
回
復
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
、
敵
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
て
い
た
物
が
、
取
得
さ
れ
た
時
に
所
有
者
で

あ
っ
た
者
の
権
利
と
権
力
に
復
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
帰
国
権
に
関
す
る
ポ
テ
ィ
エ
の
第
五
〇
巻
第
一
七
章
と
第
四
九
巻
第
一
五

章
と
の
関
連
を
中
心
に
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

二

ポ
テ
ィ
エ
『
新
編
学
説
彙
纂
』
第
四
九
巻
第
一
五
章
で
は
、
帰
国
権
の
問
題
は
、
第
一
節
第
一
項　

い
か
な
る
者
た
ち
の
間
で
捕
虜
の

権
利
及
び
帰
国
権
が
成
立
す
る
か
（III
〜IV
）、
第
二
項　

い
か
な
る
時
に
帰
国
権
は
成
立
す
る
か
（V

〜V
II

）、
第
三
項　

い
か
な
る
人

が
帰
国
権
を
有
し
、
い
か
な
る
物
が
帰
国
権
の
対
象
と
な
る
か
（V

III

〜X
V

）、
第
四
項　

い
つ
帰
国
権
が
帰
属
す
る
か
（X

V
I

〜X
IX

）、

第
五
項　

帰
国
権
の
効
果
は
い
か
な
る
も
の
か
（X

X
〜X

X
IV

）
と
い
う
五
つ
項
目
に
分
け
て
論
じ
ら
れ
る
。

第
一
項　

い
か
な
る
者
た
ち
の
間
で
捕
虜
の
権
利
及
び
帰
国
権
が
成
立
す
る
か
、「III.

ロ
ー
マ
人
と
敵
と
の
間
で
こ
れ
ら
の
権
利
が

成
立
す
る
こ
と
。」
で
は
、
ま
ず
、
敵
と
は
何
か
、
学
説
彙
纂
第
五
〇
巻
第
一
六
章
「
語
義
に
つ
い
て
」
か
ら
一
般
的
な
意
味
が
確
認
さ

れ
る
。

G
aius lib. 2 ad

 legem
 d

u
od

ecim
 tabu

laru
m

 D
.50,16,234pr.:

「
吾
人
が
敵
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
者
た
ち
を
古
法
学
者
た
ち
は

perduelles

と
呼
ん
で
い
た
が
、
こ
れ
は
、
か
か
る
付
加
に
よ
っ
て
、
目
下
の
戦
争
の
相
手
方
を
示
唆
し
て
い
る
。」

次
に
、
第
四
九
巻
第
一
五
章
に
お
け
る
敵
の
意
味
が
指
示
さ
れ
る
。

六
四
二



ポ
テ
ィ
エ
『
新
編
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
一
七
章
に
お
け
る
帰
国
権
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
八
七
五
）

U
lpianus lib. 1 in

stitu
tion

u
m

 D
.49,15,24:

「
敵
と
は
、
ロ
ー
マ
国
民
が
公
に
宣
戦
布
告
し
た
者
た
ち
又
は
ロ
ー
マ
国
民
に
自
ら

宣
戦
布
告
し
た
当
の
者
た
ち
で
あ
る
。」

同
法
文
の
後
段
は
以
下
の
よ
う
に
続
く
。

「
そ
れ
以
外
の
者
は
、
盗
賊
又
は
略
奪
者
と
呼
ば
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
盗
賊
に
よ
り
捕
ら
わ
れ
た
者
は
、
盗
賊
の
奴
隷
で
は
な
く
、
帰

国
権
は
当
人
に
は
必
要
で
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
敵
に
よ
り
、
例
え
ば
ゲ
ル
マ
ニ
ア
人
や
パ
ル
テ
ィ
ア
人
に
よ
り
、
捕
ら
わ
れ
た
者
は
、

敵
の
奴
隷
で
あ
り
、
帰
国
権
に
よ
り
原
状
を
回
復
す
る
。」

こ
の
「
盗
賊
に
よ
り
…
」
以
後
が
、
第
五
〇
巻
第
一
七
章
の
帰
国
権
の
節
の
最
初
の
項
目
（C

X
L

）
を
形
成
し
て
い
る
。

C
X
L
.

《Q
ui a latronibus captus est, servus latronum

 non est; nec postlim
inium

 illi necessarium
 est.

》「
盗
賊
に
よ
り
捕
ら

わ
れ
た
者
は
そ
の
盗
賊
の
奴
隷
で
は
な
く
、
ゆ
え
に
帰
国
権
は
当
人
に
必
要
で
な
い
。」

《A
b hostibus autem

 captus

….et servus est hostium
 et postlim

inio statum
 pristinum

 recuperat.

》「
と
こ
ろ
で
敵
に
よ
り

…
…
捕
ら
わ
れ
た
者
は
敵
の
奴
隷
で
あ
り
、
帰
国
権
に
よ
り
原
状
を
回
復
す
る
。」l.24. ff.d

e.captiv. et. postlim
.

﹇U
lp.1 in

st.

D
.49,15,24 （

6
）

﹈

敵
以
外
の
者
に
よ
り
、
例
え
ば
、「
海
賊
又
は
盗
賊
に
よ
り
捕
ら
え
ら
れ
た
者
は
自
由
人
で
あ
り
続
け
る

（
7
）

。」
こ
れ
に
対
し
て
、
内
乱
の

場
合
に
は
、
対
立
す
る
者
同
士
の
間
で
は
相
互
に
帰
国
権
を
有
さ
ず

（
8
）

、
敵
か
否
か
は
、
対
外
的
か
、
対
内
的
か
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
。

他
方
、
い
わ
ゆ
る
敵
以
外
に
、
帰
国
権
が
成
立
す
る
場
合
が
あ
り
、
同
盟
関
係
に
な
い
異
国
民
は
、
彼
ら
を
相
手
方
と
し
て
戦
争
を
為
さ

ず
、
た
と
え
厳
密
な
意
味
で
敵
で
は
な
い
と
し
て
も
、
こ
の
件
に
関
し
て
は
、
敵
の
地
位
に
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
彼
ら
と
の
間
で
帰
国
権
が

存
在
す
る
、
と
さ
れ
る
。
同
盟
関
係
を
め
ぐ
っ
て
、
帰
国
権
に
関
し
て
、
古
人
間
で
論
争
が
あ
っ
た
こ
と
を
キ
ケ
ロ
が
伝
え
て
い
る

（
9
）

。

六
四
三



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
七
六
）

フ
ェ
ス
ト
ゥ
ス
は
こ
れ
を
肯
定
す
る
見
解
を
伝
え
る

（
10
）

。
古
典
期
に
は
、
こ
れ
に
反
対
す
る
プ
ロ
ク
ル
ス
説
が
有
力
で
あ
っ
た
、
と
さ
れ

（
11
）

る
（
12
）

。

第
二
項　

い
か
な
る
時
に
帰
国
権
は
成
立
す
る
か
（V

〜V
II

）
で
は
、
戦
時
の
帰
国
権
及
び
平
時
の
帰
国
権
の
区
別
に
つ
い
て
が
扱
わ

れ
る
。
第
五
〇
巻
第
一
七
章
の
帰
国
権
の
レ
グ
ラ
項
目
は
こ
の
論
題
に
は
触
れ
ず
、 D

.49,15,12pr.

の
一
節
だ
け
がC

X
L
IV

と
し
て
抜

萃
さ
れ
る
が
、
戦
時
及
び
平
時
の
区
別
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
帰
国
権
が
成
立
す
る
要
件
と
し
て
、
帰
還
の
意
思
に
か
か
わ
る
点
に
力
点
が

移
行
し
て
い
る
。

C
X
L
IV

.

《S
pem

 revertendi civibus, in virtute bestica m
agis quam

 in pace rom
ani esse voluerunt.

》「
ロ
ー
マ
人
は
、
平
時

に
お
け
る
よ
り
も
戦
争
の
徳
に
お
い
て
帰
還
せ
ん
と
す
る
希
望
が
市
民
た
ち
の
も
の
と
な
る
こ
と
を
欲
し
た
り
。」l.12. ff.d

.tit.

﹇T
ryphon 4 d

ispu
t.D

.49,15,12pr （
13
）.

﹈

戦
時
と
平
時
の
区
別
に
つ
い
て
、
ポ
ン
ポ
ニ
ウ
ス
は
、P

om
ponius lib. 37 ad

 Q
u

in
tu

m
 M

u
ciu

m
 D

.49,15,.5pr.

に
お
い
て
「
帰

国
権
は
あ
る
い
は
戦
時
に
お
い
て
あ
る
い
は
平
時
に
お
い
て
成
立
す
る

（
14
）

。」
と
し
、
戦
時
に
お
け
る
帰
国
権
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
敵

に
よ
り
身
柄
を
拘
束
さ
れ
、
敵
の
陣
営
に
ま
で
連
行
さ
れ
、
そ
の
後
に
帰
還
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
に
続
け
て
以
下
の

よ
う
に
述
べ
る
。

「
1
．
戦
時
に
お
い
て
は
、
す
な
わ
ち
、
我
々
の
敵
で
あ
る
と
こ
ろ
の
者
が
我
々
の
う
ち
の
あ
る
者
を
捕
虜
と
し
、
そ
の
陣
営
へ
と
連

れ
て
行
っ
た
と
き
に
は
、
実
際
、
も
し
こ
の
者
が
同
じ
戦
争
で
帰
還
し
た
場
合
、
彼
は
帰
国
権
を
有
す
る
、
換
言
す
る
と
、
す
べ
て
の

権
利
が
、
あ
た
か
も
彼
が
敵
の
捕
虜
と
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
、
彼
に
回
復
さ
れ
る
。
敵
の
陣
営
へ
と
連
れ
ら
れ
る
ま
で
は
彼
は
市
民

で
あ
り
続
け
る
。
と
こ
ろ
で
も
し
そ
の
者
が
我
々
の
同
盟
国
の
も
と
へ
赴
く
か
、
あ
る
い
は
我
々
の
陣
営
へ
と
入
っ
た
場
合
、
そ
の
と

六
四
四



ポ
テ
ィ
エ
『
新
編
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
一
七
章
に
お
け
る
帰
国
権
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
八
七
七
）

き
に
は
こ
の
者
は
帰
還
者
と
解
さ
れ
る

（
15
）

。」

ポ
ン
ポ
ニ
ウ
ス
は
、
平
時
の
帰
国
権
の
事
例
と
し
て
、
友
好
関
係
な
い
し
同
盟
関
係
に
な
い
と
い
う
理
由
で
た
だ
ち
に
先
の
意
味
で
の

敵
に
は
あ
た
ら
な
い
と
し
て
も
、
敵
と
の
関
係
に
等
し
く
取
扱
わ
れ
る
べ
き
場
合
が
あ
る
、
と
す
る
。

P
om

ponius lib. 37 ad
 Q

u
in

tu
m

 M
u

ciu
m

 D
.49,15,5,2.

｢

2
．
平
時
に
も
帰
国
権
が
与
え
ら
れ
た
、
と
い
う
の
は
も
し
我
々
が
あ
る
民
族
と
の
間
で
友
好
関
係
も
賓
客
関
係
も
友
好
の
た
め
に

締
結
さ
れ
た
同
盟
条
約
も
持
た
ぬ
場
合
、
た
し
か
に
彼
ら
は
敵
で
は
な
い
が
、
し
か
し
我
々
の
も
の
か
ら
彼
ら
に
帰
す
る
も
の
は
彼
ら

の
も
の
と
な
り
、
そ
し
て
我
々
の
自
由
人
も
、
彼
ら
に
よ
っ
て
捕
虜
と
さ
れ
た
と
き
に
は
、
彼
ら
の
奴
隷
と
な
る
：
そ
し
て
も
し
彼
ら

か
ら
何
か
が
我
々
に
帰
す
る
場
合
に
も
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
場
合
に
も
ま
た
帰
国
権
が
与
え
ら
れ
た

（
16
）

。｣

以
上
が
戦
時
と
平
時
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
に
停
戦indutiae

の
場
合
の
扱
い
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
る
。
ポ
テ
ィ
エ
は
、
そ

の
中
間
的
な
停
戦
の
場
合
、
帰
国
権
は
な
い
と
す
る
パ
ウ
ル
ス
文
を
挙
げ
る
。

P
aulus lib. 16 ad

 S
abin

u
m

 D
.49,15,19,1:

「
相
互
に
挑
発
し
合
わ
ぬ
よ
う
、
差
し
当
た
り
目
下
の
期
間
の
合
意
が
な
さ
れ
た
と
き

に
、
停
戦
は
存
在
す
る
。
こ
の
期
間
に
は
帰
国
権
は
存
在
し
な
い

（
17
）

。」

第
三
項　

い
か
な
る
人
が
帰
国
権
を
有
し
、
い
か
な
る
物
が
帰
国
権
の
対
象
と
な
る
か
（V

III

〜X
V

）
で
は
、
第
一
に
ま
ず
誰
が
能
動

的activ

な
帰
国
権
を
享
受
し
う
る
か
、
帰
国
権
の
主
体
と
な
れ
る
か
が
扱
わ
れ
る
。
帰
国
権
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
と
し
て
、
帰
還
し

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
国
で
身
柄
を
受
領
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
敵
に
対
し
て
降
伏
し
た
場
合
、
逃
亡
し
た
場
合
が
区
別
さ
れ
る
。

そ
の
冒
頭
の
一
節V

III

は
、C

X
L
I.

《E
os qui ab hostibus capiuntur, vel hostibus deduntur, jure postlim

inii reverti 

六
四
五



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
七
八
）

antiquitus placuit.

》「
敵
に
よ
り
捕
ら
わ
れ
、
又
は
敵
に
引
き
渡
さ
れ
た
者
は
、
帰
国
権
に
よ
り
帰
還
す
る
は
往
時
よ
り
の
決
ま
り
で

あ
る
。」l.4. ff.d

e captiv. et postlim
. 

﹇M
odest.3 regu

l.D
.49,15,4 （

18
）

﹈
と
一
致
す
る
。
こ
れ
に
続
い
て
敵
の
も
と
で
生
ま
れ
た
息
子
が

取
り
上
げ
ら
れ
る
。C

X
L
II.

《A
pud hostes susceptus fi lius si postlim

inio redierit, fi lii jura habet. H
abere enim

 eum
 

postlim
inium

, nulla dubitatio est.

》「
敵
の
も
と
で
生
ま
れ
た
﹇
父
に
よ
り
拾
い
上
げ
ら
れ
た
﹈
息
子
は
、
も
し
当
人
が
帰
国
権
に
よ

り
帰
還
し
た
場
合
、
息
子
の
権
利
を
有
す
。
と
い
う
の
は
同
人
が
帰
国
権
を
有
す
る
こ
と
は
疑
い
の
余
地
の
な
い
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。」

l.9.ff .d.tit.

﹇U
lp.4 ad leg.Iul. et P

ap. D
.49,15,9

﹈

以
下C

X
L
III

は
、
逃
亡
者
及
び
降
伏
者
に
つ
い
て
関
す
る
ポ
テ
ィ
エ
の
第
四
九
巻
第
一
五
章
の
抜
萃
と
基
本
的
に
重
な
る
の
で
あ
る

が
、
そ
の
順
序
は
前
後
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
る

（
19
）

。
前
の
「
敵
に
よ
り
捕
ら
わ
れ
た
者
」
及
び
「
敵
に
引
き
渡
さ
れ
た
者
」
を
受
け
て
、
後

者
と
は
、「
そ
の
意
に
反
し
て
敵
に
引
き
渡
さ
れ
た
者
」
と
解
さ
れ
る
理
由
づ
け
部
分
が
、
独
立
し
て
、C

X
L
III.2

に
あ
た
る
。

C
X
L
III.2.

《P
ostlim

nio carent qui arm
is victi, hostibus se dederunt.

》「
武
力
に
屈
し
敵
に
自
ら
降
伏
し
た
者
は
帰
国
権
を
有

さ
ず
。」l.17.ff .d.tit.

﹇P
aul.2 ad

 S
ab.D

.49,15,17
﹈

そ
し
て
こ
れ
に
続
い
て
、「
ま
し
て
況
やM

ulto m
agis

」
と
し
て
、
逃
亡
者
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。

C
X
L
III.1.

《T
ransfugae nullum

 postlim
inium

 est.

》「
逃
亡
者
は
決
し
て
帰
国
権
を
有
さ
ず
。」19.

§.4.ff . de captiv. et postl.

﹇P
aul.16 ad

 S
ab.D

.49,15,19,4 （
20
）

﹈

P
aulus lib. 16 ad

 S
abin

u
m

 D
.49,15,19,8

「
逃
亡
者
と
は
、
戦
時
に
敵
の
も
と
へ
と
逃
亡
し
た
者
だ
け
で
な
く
、
停
戦
中
に
何
ら

の
友
好
関
係
に
な
い
者
た
ち
の
も
と
へ
忠
誠
を
誓
っ
て
逃
亡
し
た
者
も
で
あ
る

（
21
）

。」

一
言
で
言
え
ば
、
帰
国
権
を
有
す
る
の
は
、
自
発
的
に
で
は
な
く
、
そ
の
意
に
反
し
て
敵
の
権
力
中
に
帰
し
た
者
の
こ
と
で
あ
る
。
し

六
四
六



ポ
テ
ィ
エ
『
新
編
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
一
七
章
に
お
け
る
帰
国
権
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
八
七
九
）

か
し
、
自
ら
の
意
思
で
敵
の
も
と
に
留
ま
る
場
合
に
は
、
帰
国
権
は
な
い
と
さ
れ
る

（
22
）

。

以
上
に
続
く
、C

X
L
III.3.

《N
ec satis est corpore dom

um
 quem

 rediisse, si m
ente alienus est.

》「
そ
の
身
、
家
に
帰
り
た

り
と
雖
も
、
心
伴
わ
ざ
れ
ば
事
実
と
し
て
十
分
な
ら
ず
。」l.26. ff.d

.tit. 

﹇F
lorentin 6 in

st. D
.49,15,26

﹈
は
、
第
四
項　

い
つ
帰
国

権
が
帰
属
す
る
に
属
す
る
法
文
か
ら
の
抜
萃
で
あ
る
。

「
解
放
さ
れ
た
か
或
い
は
暴
力
又
は
詭
計
に
よ
っ
て
敵
の
権
力
か
ら
脱
し
た
か
、
い
か
に
し
て
捕
虜
が
帰
還
し
た
か
は
、
そ
こ
に
は
戻

ら
な
い
と
い
う
意
思
で
帰
還
し
た
場
合
に
は
、
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
。
実
際
、
そ
の
身
、
家
に
帰
り
た
り
と
雖
も
、
心
伴
わ
ざ
れ
ば

事
実
と
し
て
十
分
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
敵
を
破
っ
て
回
復
さ
れ
た
者
は
帰
国
権
に
よ
っ
て
帰
還
し
た
と
考
え
ら
れ
る

（
23
）

。」

敵
の
手
を
遁
れ
る
の
に
そ
の
手
段
は
問
題
で
は
な
く
、
帰
国
権
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
帰
還
せ
ん
と
す
る
意
思
で
あ
る
。
も
と
よ

り
あ
る
者
が
そ
の
意
に
反
し
て
敵
の
権
力
中
に
陥
っ
た
と
し
て
も
そ
の
後
（
帰
還
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
）
望
ん
で
そ
こ
に
留
ま
っ
た
場

合
に
は
、
そ
の
者
は
も
は
や
帰
国
権
を
有
さ
な
い
。

P
om

ponius lib. 36 ad
 S

abin
u

m
 D

.49,15,20pr.
「
も
し
捕
虜
に
し
て
、
こ
の
者
に
つ
い
て
平
和
条
約
で
帰
還
す
べ
く
約
束
さ
れ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
ら
の
意
思
で
敵
の
も
と
に
留
ま
る
場
合
に
、
こ
の
者
に
爾
後
帰
国
権
は
属
さ
ず

（
24
）

。」

C
X
L
IV

.

《S
pem

 revertendi civibus, in virtute bestica m
agis quam

 in pace rom
ani esse voluerunt.

》「
ロ
ー
マ
人
は
、
帰
還

の
希
望
が
市
民
に
と
っ
て
平
時
に
よ
り
も
戦
争
の
徳
に
お
け
る
方
が
大
き
い
こ
と
を
欲
し
た
。」l.12. ff.d

.tit. 

﹇T
ryphon 4 d

ispu
t.

D
.49,15,12pr.

﹈
は
、
第
二
節
で
帰
国
権
の
成
立
時
期
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
法
文
の
理
由
付
け
に
関
す
る
部

分
で
あ
る
。

T
ryphoninus lib. 4 d

ispu
tation

u
m

 D
.49,15,12pr.:

「
戦
時
に
お
い
て
は
帰
国
権
は
存
在
す
る
が
、
平
時
に
は
戦
争
に
よ
り
捕
虜

六
四
七



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
八
〇
）

と
な
っ
た
者
に
、
平
和
条
約
に
お
い
て
同
人
た
ち
に
つ
い
て
何
ら
の
取
り
決
め
も
為
さ
れ
な
か
っ
た
限
り
で
、
帰
国
権
は
帰
属
す
る
。

そ
れ
ゆ
え
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
は
そ
の
こ
と
が
確
定
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
、
ロ
ー
マ
人
は
、
帰
還
の
希
望
が

市
民
に
と
っ
て
平
時
に
よ
り
も
戦
争
の
徳
に
お
け
る
方
が
大
き
い
こ
と
を
欲
し
た
か
ら
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
平
時
に
異
国
民
の
も

と
に
赴
き
、
も
し
突
然
に
戦
争
が
勃
発
し
た
場
合
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
そ
の
も
と
で
彼
ら
が
敵
と
さ
れ
る
当
の
そ
の
者
た
ち
の
奴
隷
と

な
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
彼
ら
に
戦
時
に
も
平
時
に
も
帰
国
権
は
帰
属
す
る
。
但
し
、
彼
ら
が
帰
国
権
を
有
さ
な
い
旨
条
約
に

よ
り
締
結
さ
れ
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い

（
25
）

。」

第
二
に
い
か
な
る
物
を
受
動
的passif

な
帰
国
権
に
よ
っ
て
我
々
は
回
復
す
る
か
で
は
、
回
復
さ
れ
る
対
象
が
具
体
的
に
検
討
さ
れ
る
。

そ
れ
は
土
地
だ
け
で
な
く
、
人
に
も
及
ぶ
と
さ
れ
る
。
ま
ず
帰
国
権
は
、
土
地
に
つ
い
て
適
用
が
あ
る
。

P
om

ponius lib. 36 ad
 S

abin
u

m
 D

.49,15,20,1:

「
敵
が
占
拠
し
て
い
た
土
地
か
ら
敵
が
排
除
さ
れ
た
場
合
、
当
該
土
地
の
所
有
権

は
元
の
所
有
者
た
ち
に
復
し
、
没
収
さ
れ
る
こ
と
も
戦
利
品
と
な
る
こ
と
も
な
い
。
も
と
よ
り
敵
﹇
の
所
有
権
﹈
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ

た
土
地
は
没
収
さ
れ
る

（
26
）

。」

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
人
に
つ
い
て
も
適
用
が
あ
る
。passif
な
帰
国
権
に
よ
り
、
家
長
権
な
い
し
主
人
権
に
服
し
て
い
た
者
た
ち
も
回

復
さ
れ
る
。
パ
ウ
ル
ス
が
次
の
よ
う
に
い
う
の
は
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
と
さ
れ
る

（
27
）

。

P
aulus lib. 16 ad

 S
abin

u
m

 D
.49,15,19,10:

「
帰
国
権
は
性
又
は
身
分
を
問
わ
ず
人
に
属
す
る
。
自
由
人
た
る
か
奴
隷
た
る
か
は

重
要
で
は
な
い
。
帰
国
権
に
よ
り
回
復
さ
れ
る
の
は
、
戦
闘
能
力
を
有
す
る
者
た
ち
だ
け
で
な
く
、
分
別
を
は
じ
め
そ
の
他
の
さ
ま
ざ

ま
に
有
用
な
性
質
を
も
つ
す
べ
て
の
人
だ
か
ら
で
あ
る

（
28
）

。」

六
四
八



ポ
テ
ィ
エ
『
新
編
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
一
七
章
に
お
け
る
帰
国
権
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
八
八
一
）

ポ
テ
ィ
エ
は
、
こ
こ
で
、
も
と
よ
り
逃
亡
者
た
る
奴
隷
を
帰
国
権
に
よ
り
受
け
容
れ
る
こ
と
が
あ
る
、
と
す
る
。

P
aulus lib. 16 ad

 S
abin

u
m

 D
.49,15,19,4:

「
逃
亡
者
に
は
い
か
な
る
帰
国
権
も
な
い
。
実
際
悪
し
き
意
思
及
び
裏
切
り
者
の
意
思

で
故
国
を
去
っ
た
者
は
敵
の
数
に
数
え
ら
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
男
女
を
問
わ
ず
、
自
由
人
の
逃
亡
の
場
合
の

法
に
属
す
る

（
29
）

。」

パ
ウ
ル
ス
は
、「
逃
亡
者
に
は
い
か
な
る
帰
国
権
も
な
い
」
と
い
う
が
、
こ
の
命
題
が
成
立
す
る
の
は
、
自
由
人
の
逃
亡
の
場
合
に
限

ら
れ
る
と
い
う
限
定
を
付
し
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
逃
亡
者
た
る
奴
隷
に
対
し
て
、
主
人
は
帰
国
権
を
有
す
る
、
と
述
べ
る
。

P
aulus lib. 16 ad

 S
abin

u
m

 D
.49,15,19,5:

「
も
し
奴
隷
が
敵
の
も
と
に
逃
亡
し
、
た
ま
た
ま
捕
ら
わ
れ
た
と
し
て
も
、
主
人
は
こ

の
奴
隷
に
つ
い
て
帰
国
権
を
有
す
る
の
で
、
帰
国
権
が
こ
の
者
に
属
す
る
、
つ
ま
り
、
主
人
が
こ
の
奴
隷
に
つ
い
て
元
の
権
利
を
回
復

す
る
、
つ
ま
り
、
反
対
の
法
が
つ
ね
に
奴
隷
で
あ
り
続
け
る
者
自
身
に
害
と
な
る
と
い
う
よ
り
、
主
人
に
と
っ
て
損
失
と
な
ら
な
い
と

い
わ
れ
る
こ
と
が
き
わ
め
て
正
し
い

（
30
）

。」

以
上
に
対
し
て
帰
国
権
に
よ
っ
て
原
状
が
回
復
さ
れ
な
い
事
例
と
し
て
、
逃
亡
者
た
る
家
子
の
場
合
、
及
び
戦
利
品
が
挙
げ
ら
れ
る
。

P
aulus lib. 16 ad

 S
abin

u
m

 D
.49,15,19,7:

「
逃
亡
者
た
る
家
子
も
帰
国
権
に
よ
っ
て
﹇
少
な
く
と
も
﹈
父
の
存
命
中
は
帰
還
で
き

な
い
。
と
い
う
の
は
、
祖
国
と
同
様
、
父
は
家
子
を
喪
失
し
た
か
ら
で
あ
り
、
軍
律
こ
そ
は
子
へ
の
愛
よ
り
も
ロ
ー
マ
の
親
た
ち
に
は

古
い
伝
統
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る

（
31
）

。」

L
abeo lib. 4 pith

an
on

 a P
au

lo epitom
aru

m
 D

.49,15,28:
「
も
し
何
か
が
戦
争
に
よ
り
捕
獲
さ
れ
、
戦
利
品
の
中
に
あ
る
場
合
、

帰
国
権
に
よ
り
回
復
さ
れ
ず
。
パ
ウ
ル
ス
。
必
ず
し
も
つ
ね
に
そ
う
で
は
な
い
。
も
し
あ
る
者
が
戦
時
に
捕
虜
と
な
り
平
和
と
な
っ
て

家
へ
と
戻
る
も
、
次
い
で
再
度
の
戦
争
に
よ
り
﹇
再
び
﹈
捕
虜
と
な
っ
た
場
合
、
捕
虜
が
返
還
さ
れ
る
よ
う
講
和
条
約
に
お
い
て
定
め

六
四
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
八
二
）

ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
帰
国
権
に
よ
り
最
初
の
戦
争
に
よ
り
そ
の
者
を
捕
虜
と
し
た
当
の
者
の
も
と
に
復
す
る

（
32
）

。」

軍
船
、
軍
用
貨
物
船
は
帰
国
権
の
対
象
と
な
る
が
、
戦
争
に
関
わ
ら
ぬ
漁
船
、
余
暇
用
帆
船
は
対
象
と
な
ら
な
い
。
武
器
は
そ
れ
を
失

う
こ
と
が
不
面
目
で
あ
る
が
ゆ
え
帰
国
権
に
よ
っ
て
回
復
さ
れ
な
い
。

M
arcellus lib. 39 d

igestoru
m

 D
.49,15,2pr.:

「
帰
国
権
は
、
軍
船
﹇
ガ
レ
ー
船
﹈
及
び
軍
事
用
貨
物
船
に
は
帰
国
権
が
属
す
る
が
、

漁
船
な
い
し
余
暇
用
の
快
走
帆
船
に
は
属
さ
な
い

（
33
）

。」

M
arcellus lib. 39 d

igestoru
m

 D
.49,15,2,1:

「
手
綱
を
つ
け
た
馬
或
い
は
牝
馬
は
帰
国
権
に
よ
り
回
復
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
騎

手
の
過
失
な
し
馬
が
飛
び
出
す
こ
と
も
あ
り
え
た
か
ら
で
あ
る

（
34
）

。」

M
arcellus lib. 39 d

igestoru
m

 D
.49,15,2,2:

「
武
器
に
つ
い
て
は
同
じ
こ
と
が
法
で
は
な
い
。
実
際
武
器
を
失
う
の
は
不
面
目
な

こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
武
器
は
、
そ
れ
を
失
う
こ
と
が
不
面
目
な
こ
と
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
帰
国
権
に
よ
っ
て
回
復
さ
れ
る
こ
と
な
い

（
35
）

。」

P
om

ponius lib. 37 ad
 Q

u
in

tu
m

 M
u

ciu
m

 D
.49,15,3:

「
衣
服
も
ま
た
同
様
で
あ
る

（
36
）

。」

我
々
の
権
力
下
に
服
し
て
な
か
っ
た
が
、
敵
の
権
力
下
に
服
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
我
々
の
権
力
下
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
も
の
も
帰
国

権
に
よ
り
回
復
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
と
同
様
の
原
則
が
次
の
よ
う
な
場
合
に
も
あ
て
は
ま
る
と
さ
れ
る
。

P
aulus lib. 2 ad

 S
abin

u
m

 D
.49,15,13

「
も
し
私
が
汝
の
養
子
と
な
り
、
私
が
家
長
権
免
除
さ
れ
た
後
、
私
の
子
が
敵
か
ら
帰
還

し
た
時
に
は
私
の
子
は
汝
の
孫
と
な
る
と
い
う
の
が
確
定
の
こ
と
で
あ
る

（
37
）

。」
T
ryphoninus lib. 4 d

ispu
tation

u
m

 D
.49,15,12,17:

「
そ
れ
ゆ
え
鉱
山
か
ら
捕
ら
え
ら
れ
買
戻
さ
れ
て
彼
の
罰
へ
回
復
さ
れ
る
。

し
か
し
鉱
山
の
逃
亡
者
と
し
て
は
処
罰
さ
れ
る
べ
き
で
な
く
、
買
戻
し
た
者
は
国
庫
か
ら
、
我
が
皇
帝
及
び
神
皇
セ
ウ
ェ
ル
ス
に
よ
り

六
五
〇



ポ
テ
ィ
エ
『
新
編
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
一
七
章
に
お
け
る
帰
国
権
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
八
八
三
）

定
め
ら
れ
た
金
額
を
受
領
す
べ
し

（
38
）

。」

第
四
項　

い
つ
帰
国
権
が
帰
属
す
る
か
（X

V
I

〜X
IX

）
で
は
、
帰
国
権
が
成
立
す
る
時
点
と
し
て
、
国
境
を
越
え
て
帰
還
し
た
と
き

P
aulus lib. 16 ad

 S
abin

u
m

 D
.49,15,19,3:

「
我
ら
の
国
境
を
出
て
行
っ
た
と
き
に
喪
失
さ
れ
た
よ
う
に
、
我
ら
の
国
境
へ
と
入
っ

て
き
た
と
き
に
、
帰
国
権
に
よ
り
帰
還
し
た
と
見
ら
れ
る

（
39
）

。」

「
し
か
し
、
同
盟
国
又
は
友
好
国
若
し
く
は
同
盟
者
又
は
友
好
者
た
る
王
の
も
と
に
赴
い
た
場
合
に
も
た
だ
ち
に
帰
国
権
に
よ
り
帰
還

し
た
と
見
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
場
所
で
は
じ
め
て
公
式
に
完
全
に
﹇
回
復
さ
れ
る
こ
と
と
﹈
な
る
か
ら
で
あ
る

（
40
）

。」

F
lorentinus lib. 6 in

stitu
tion

u
m

 D
.49,15,26:

「
解
放
さ
れ
た
か
或
い
は
暴
力
又
は
詭
計
に
よ
っ
て
敵
の
権
力
か
ら
脱
し
た
か
、

い
か
に
し
て
捕
虜
が
帰
還
し
た
か
は
、
そ
こ
に
は
戻
ら
な
い
と
い
う
意
思
で
帰
還
し
た
場
合
に
は
、
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
。
実
際
、

そ
の
身
、
家
に
帰
り
た
り
と
雖
も
、
心
伴
わ
ざ
れ
ば
事
実
と
し
て
十
分
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
敵
を
破
っ
て
回
復
さ
れ
た
者
は

帰
国
権
に
よ
っ
て
帰
還
し
た
と
考
え
ら
れ
る

（
41
）

。」

そ
の
際
、
捕
虜
は
、
敵
の
も
と
に
戻
ら
な
い
と
い
う
意
思
を
も
っ
て
、
本
国
に
帰
還
す
る
こ
と
を
要
す
る
、
と
さ
れ
る
。
こ
の
件
に
つ

い
て
、
レ
グ
ル
ス
事
件
、
通
訳
メ
ナ
ン
デ
ル
事
件
に
関
わ
る
ポ
ン
ポ
ニ
ウ
ス
法
文
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
本
項
か
ら
第
五
〇
巻
第
一
七
章

の
レ
グ
ラ
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
に
留
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い

（
42
）

。

P
om

ponius lib. 37 ad
 Q

u
in

tu
m

 M
u

ciu
m

 D
.49,15,5,3.

「
と
こ
ろ
で
も
し
捕
虜
が
我
々
に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
そ
し
て
同
胞
者
た

ち
の
も
と
に
至
っ
た
場
合
、
こ
の
者
は
、
も
し
彼
が
我
々
の
国
家
に
留
ま
る
よ
り
も
む
し
ろ
同
胞
者
た
ち
に
従
う
こ
と
を
欲
し
た
場
合

六
五
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
八
四
）

に
の
み
、
帰
国
権
に
よ
っ
て
帰
還
し
た
と
理
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
カ
ル
タ
ゴ
人
が
ロ
ー
マ
へ
送
還
し
た
ア
テ
ィ
リ
ウ
ス･

レ

グ
ル
ス
の
場
合
に
、
彼
は
カ
ル
タ
ゴ
へ
帰
還
せ
ん
と
宣
誓
し
そ
し
て
ロ
ー
マ
に
留
ま
る
意
思
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
彼
は
帰
国

権
に
よ
っ
て
帰
還
し
た
の
で
は
な
い
と
解
答
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
あ
る
通
訳
メ
ナ
ン
デ
ル
の
場
合
に
も
、
彼
は
の
ち
に
我
々
の

も
と
で
解
放
さ
れ
、
自
国
に
送
還
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
彼
に
つ
い
て
制
定
さ
れ
た
、
彼
が
ロ
ー
マ
市
民
に
留
ま
る
べ
し
と
い
う
法
律

は
必
要
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
：
と
い
う
の
は
も
し
彼
が
自
国
に
残
留
す
る
意
思
を
有
し
て
い
た
場
合
に
は
ロ
ー
マ
市
民
で
な
く
な
っ

た
で
あ
ろ
う
し
ま
た
も
し
彼
が
帰
還
す
る
意
思
で
あ
っ
た
場
合
に
は
彼
は
ロ
ー
マ
市
民
で
あ
り
続
け
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ

え
そ
の
法
律
は
無
用
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う

（
43
）

。｣

第
五
項　

帰
国
権
の
効
果
は
い
か
な
る
も
の
か
（X

X

〜X
X
IV

）
で
は
、
帰
国
権
の
遡
及
的
効
力
、
事
実
問
題
と
権
利
問
題
の
区
別
が
取

り
扱
わ
れ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
帰
国
権
の
効
果
に
関
し
て
、
第
五
〇
巻
第
一
七
章
で
は
、C

X
L
V

に
ま
と
め
ら
れ
た
四
つ
の
法
文
か

ら
構
成
さ
れ
て
い
る

（
44
）

。

C
X
L
V
. P

ostlim
ini juris is eff ectus est: quod

《retro creditur in civitate fuisse, qui ab hostibus advenit.

》「
帰
国
権
の
効

果
と
は
、《
敵
か
ら
帰
還
し
た
者
は
遡
っ
て
都
市
に
い
た
》
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」l.16. ff.d

.tit. ﹇U
lp.13 ad

 S
ab.D

.49,15,16 （
45
）

﹈

事
実
に
関
わ
る
こ
と
は
帰
国
権
に
よ
っ
て
は
回
復
さ
れ
な
い
。

《P
ostlim

inium
 non restituit ea quae sunt facti; puta, possessionem

 et usucapionem
.

》「
帰
国
権
は
、
事
実
に
関
す
る
こ
と
を

回
復
し
な
い
。
例
え
ば
占
有
及
び
使
用
取
得
の
如
し
。」sup. d.l.12.

§.2.

﹇T
ryphon 4 d

ispu
t.D

.49,15,12.2 （
46
）

﹈ 六
五
二



ポ
テ
ィ
エ
『
新
編
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
一
七
章
に
お
け
る
帰
国
権
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
八
八
五
）

権
利
に
関
わ
る
そ
の
他
の
こ
と
は
、
原
状
に
回
復
さ
れ
る
。

《C
aetera quae in jure sunt, posteaquam

 postlim
inio redit, pro eo habentur ac si nunquam

 iste hostium
 potitus 

fuisse.
》「
そ
の
他
権
利
に
関
わ
る
こ
と
は
、
帰
国
権
に
よ
っ
て
復
帰
し
た
あ
と
は
、
あ
た
か
も
こ
の
敵
に
捕
ら
わ
れ
て
い
た
者
が
か

つ
て
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
る
。」sup.d.l.12.

§.6.

﹇T
ryphon 4 d

ispu
t.D

.49,15,12,6

﹈

し
か
し
、
父
子
関
係
は
帰
国
権
に
よ
り
回
復
さ
れ
る
が
、
夫
婦
関
係
は
た
だ
ち
に
回
復
さ
れ
ず
、
あ
ら
た
め
て
合
意
が
必
要
と
さ
れ
る
。

T
am

en

《non ut pater fi lium
, ita uxorem

 m
aritus jure postilim

inii recipit: sed consensu redintegratur m
atrim

onium
.

》

「
し
か
し
《
父
が
息
子
を
受
け
容
れ
る
よ
う
に
、
夫
は
妻
を
帰
国
権
に
よ
っ
て
受
け
容
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
合
意
に
よ
り
婚
姻

は
回
復
﹇
更
新
﹈
さ
れ
る
。》l.14.
§.1.ff .d.tit.

﹇P
om

p 3 ad
 S

ab.D
.49,15,14,1

﹈

第
二
節　

コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
法
の
擬
制
に
つ
い
て

（
47
）

C
X
L
V
I. In om

nibus partibus juris: is qui reversus non est ab hostibus, quasi tunc decessisse creditur cum
 captus 

est.

》「
法
の
い
か
な
る
部
分
に
お
い
て
も
、
敵
の
も
と
か
ら
帰
還
せ
ざ
る
者
は
、
あ
た
か
も
捕
虜
と
な
っ
た
時
に
死
亡
し
た
も
の
と
看

倣
さ
れ
る
。」l.18. ff.d

.tit. ﹇U
lp.35 ad

 S
ab.D

49,15,18 （
48
）

﹈

コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
法
の
擬
制
は
、
前
八
〇
年
頃
の
ス
ッ
ラ
の
も
と
で
の
法
に
基
づ
く
も
の
と
さ
れ
、
捕
虜
に
な
る
前
に
作
成
さ
れ
た
遺
言

は
効
力
を
保
持
す
る
と
さ
れ
る
（cf. Iul. D

.28,1,12; P
S
3,4a,8

）。
法
務
官
は
、
こ
れ
を
無
遺
言
相
続
へ
と
拡
大
さ
れ
る

（
49
）

。

六
五
三



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
八
六
）

小
結

ポ
テ
ィ
エ
『
新
編
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
章
第
一
七
章
第
二
部
第
一
章
第
六
節
「
帰
国
権
、
及
び
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
法
の
擬
制
に
つ
い
て
」

第
一
項
「
帰
国
権
、
及
び
そ
の
効
果
に
つ
い
て
」
に
は
、C

X
L

か
らC

X
L
V

ま
で
六
つ
の
レ
グ
ラ
エ
群
が
、
第
四
九
巻
第
一
五
章
「
帰

国
権
に
つ
い
て
」
か
ら
い
か
に
選
択
さ
れ
配
列
さ
れ
て
い
る
か
を
見
て
き
た
。
学
説
彙
纂
第
四
九
巻
第
一
五
章
の
帰
国
権
に
関
わ
る
法
文

が
、
第
一
項　

い
か
な
る
者
た
ち
の
間
で
捕
虜
の
権
利
及
び
帰
国
権
が
成
立
す
る
か
、
第
二
項　

い
か
な
る
時
に
帰
国
権
は
成
立
す
る
か
、

第
三
項　

い
か
な
る
人
が
帰
国
権
を
有
し
、
い
か
な
る
物
が
帰
国
権
の
対
象
と
な
る
か
、
第
四
項　

い
つ
帰
国
権
が
帰
属
す
る
か
、
第
五

項　

帰
国
権
の
効
果
は
い
か
な
る
も
の
か
と
い
う
構
成
の
も
と
で
、
配
列
し
直
さ
れ
て
、
帰
国
権
問
題
に
つ
い
て
の
見
通
し
を
与
え
て
く

れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
を
示
せ
ば
、
第
一
項
（C

X
L

）、
第
三
項
（C

X
L
III

）、
第
五
項
（C

X
L
IV

〜C
X
L
V

）
の
要
点
が
選
択
さ
れ
、
原

則
と
し
て
、
そ
の
順
序
で
配
列
さ
れ
て
い
る
。
第
四
項
か
ら
選
択
さ
れ
たC

X
L
II

だ
け
が
、
戦
時
及
び
平
時
の
区
別
か
ら
切
り
離
さ
れ

て
、
帰
還
の
意
思
が
あ
る
か
な
い
か
の
点
に
力
点
が
置
か
れ
て
、
帰
国
権
の
成
立
の
要
件
と
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
第
五
〇
巻
第

一
七
章
の
帰
国
権
の
各
レ
グ
ラ
の
選
択
と
配
列
の
背
景
を
確
認
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
第
二
項
で
は
戦
時
と
平
時
の
区
別
に
関
わ
る
問
題
、

第
四
項
で
は
、
レ
グ
ル
ス
事
件
、
メ
ナ
ン
デ
ル
事
件
を
は
じ
め
と
す
る
帰
国
権
に
関
わ
る
法
学
者
間
の
論
争
な
ど
が
扱
わ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
検
討
の
機
会
を
持
つ
こ
と
と
し
た
い
。

（
1
） 3 vols., 1748

〜52. 

本
稿
で
は
、
原
文
テ
キ
ス
ト
は
、
原
則
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
語
対
訳
版
に
拠
っ
て
い
る
。P

othier,R
.J, N

eu
ville 

P
an

d
ectes d

e Ju
stin

ien
, m

ises d
an

s u
n

 n
ou

vel ord
re, avec les lois du code et les novelles qui confi rm

ent, expliquent ou 

六
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ポ
テ
ィ
エ
『
新
編
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
一
七
章
に
お
け
る
帰
国
権
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
八
八
七
）

abrogent le droit des pandectes, traduites par M
. de B

réard, tom
e 23 P

aris D
ondey-D

upré, 1823.;P
othier, R

obert Joseph, 

O
eu

vres d
e P

oth
ier, N

ouvelle éd. P
aris: D

abo Jeune 1825.;

こ
の
ほ
か
に
、P

othier, P
an

cectae Ju
stin

ian
eae in

 N
ovu

m
 ord

in
em

 

D
igestae, 4 tom

., P
aris 1819

の
参
照
に
つ
い
て
は
、
日
本
大
学
比
較
法
研
究
所
員
・
菊
池
肇
哉
氏
の
ご
厚
意
を
得
た
こ
と
を
感
謝
申
し
上
げ
る
。

（
2
） 
吉
原
達
也
「『
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
第
一
七
章
第
一
法
文
に
つ
い
て
│
│
ポ
テ
ィ
エ
『
新
編
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
学
説
彙
纂
』
レ
グ
ラ
エ
論

序
章
│
│
」
日
本
法
学
第
八
〇
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
）、
七
七
│
一
〇
五
頁
。
吉
原
達
也
訳
編
「
ポ
テ
ィ
エ
『
新
編
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
学
説

彙
纂
』
第
五
〇
巻
第
一
七
章
第
一
部
抄
」
日
本
法
学
第
八
一
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
）
九
七
│
一
二
六
頁
所
収
。「
ポ
テ
ィ
エ
『
新
編
ユ
ス
テ
ィ

ニ
ア
ヌ
ス
帝
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
第
一
七
章
第
二
部
第
一
章
に
つ
い
て
」
日
本
法
学
第
八
二
巻
第
一
号
（
二
〇
一
六
年
）
一
八
八
│
二
三
二
頁
。

第
一
部
に
関
す
る
方
法
論
的
な
詳
細
な
検
討
と
し
て
、
菊
池
肇
哉
「
ポ
テ
ィ
エ
『
法
準
則
論
』
中
の
「
一
般
的
法
準
則
」
に
お
け
る
方
法
論
的
分

析
：
ポ
テ
ィ
エ
「
新
序
列
」
と
ド
マ
「
自
然
的
秩
序
」
の
相
克
と
統
合
」
日
本
法
学
第
八
一
巻
一
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
〜
三
五
（（
二
八
〇
〜

二
四
六
）
頁
が
あ
る
。
レ
グ
ラ
エ
研
究
に
関
す
る
諸
文
献
に
関
す
る
書
誌
情
報
に
つ
い
て
菊
池
論
文
の
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
） 

帰
国
権
に
つ
い
て
は
、K

aser, R
P

rR
 I, 1971, 290f. K

reller, R
E
 22 

（s.v. postlim
inium

） 863-873, 

同
所
収
の
一
九
五
二
年
ま
で
の
主

要
文
献
目
録
を
参
照
。K

ornhardt, H
., ‘postlim

inium
’ in republikanischer Z

eit, S
D
H
I 18’1953

）, 1-37. D
e V

ischer, F
., A

perçus sur 

les origines du postlim
ium

, in: F
est.P

.K
oschaker,B

d.I,1939,367-385; D
roit de capture et postlim

inium
 in pace, R

ID
A
3 

（1956

） 

197-226. W
atson, T

he L
aw

 of P
ersons in the L

ater R
om

an R
epublic, 1967

（new
 ed.1984

）, 237-255. 

吉
原
達
也
・
広
島
法
学
第
九
巻

第
一
号
（
一
九
八
五
年
）
一
頁
以
下
及
び
所
掲
の
文
献
を
参
照
。
吉
原
・
前
掲
日
本
法
学
八
二
巻
一
号
二
一
六
〜
二
一
一
八
頁
、
一
八
八
〜
一
八
九

頁
。

（
4
） S

tein, P
eter, T

he D
igest T

itle, D
e diversis regulis iuris antiqui and the G

eneral P
rinciples of L

aw
, in : R

alph A
braham

 

N
ew

m
an 

（ed.

）, E
ssays in

 Ju
rispru

d
en

ce in
 H

on
or of R

oscoe P
ou

n
d

. Indianapolis, B
obbs-M

errill. 1-20 

（1962

）; now
 in: S

tein, 

P
eter, T

h
e C

h
aracter an

d
 Iin

fl u
en

ce of th
e R

om
an

 C
ivil L

aw
: H

istorical E
ssays, L

ondon R
onceverte: H

am
bledon P

ress 

1988, p.53-72.; S
chm

idlin, B
runo, D

ie röm
isch

en
 R

ech
tsregeln

: V
ersu

ch
 ein

er T
ypologie, F

orschungen zum
 röm

ischen R
echt 

29, K
öln: B

öhlau 1970. 

一
般
的
法
準
則
と
い
う
考
え
方
に
つ
い
て
、
菊
池
・
前
掲
・
八
（
二
七
三
）
頁
を
参
照
。
本
稿
で
は
、
第
五
〇
章
第

六
五
五



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
八
八
）

一
七
章
の
訳
出
に
当
た
り
、
と
く
に
柴
田
光
蔵
『
ロ
ー
マ
法
便
覧
』
6
．﹇E

﹈
部
門
「
学
説
彙
纂
第
五
〇
巻
第
一
七
章
『
古
法
の
各
種
の
法
範
に

つ
い
て
』
試
訳
」
二
〇
一
三
年
七
月U

R
L

：http://hdl.handle.net/2433/175506

掲
載
の
翻
訳
を
と
く
に
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
田

中
周
友
「
ロ
ー
マ
法
に
於
け
る
法
原
則
の
研
究 

学
説
彙
纂
第
五
〇
巻
第
一
七
章
邦
訳
」『
甲
南
法
学
』
第
一
一
巻
第
四
号
（
一
九
七
一
年
）【
書
評
】

赤
井
伸
之
『
法
制
史
研
究23

〈1973

〉』（
一
九
七
四
年
）
所
収
。S

tein, P
eter, R

om
an

 law
 in

 E
u

ropean
 h

istory C
am

bridge, C
am

bridge 

U
niversity P

ress, 1999. 

ピ
ー
タ
ー
・
ス
タ
イ
ン
著
／
屋
敷
二
郎
監
訳
関
良
徳
、
藤
本
幸
二
訳
『
ロ
ー
マ
法
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
』
京
都
：
ミ
ネ
ル

ヴ
ァ
書
房
・
二
〇
〇
三
年
、
一
四
七
頁
を
参
照
。
一
八
一
九
年
の
パ
リ
版
（
前
注
2
）
で
は
、
二
〇
二
五
を
数
え
る
。
レ
グ
ラ
エ
の
数
に
つ
い
て
、

菊
池
・
前
掲
三
五
頁
注
61
を
参
照
。

（
5
） C

X
L
V
I. In om

nibus partibus juris: is qui reversus non est ab hostibus, quasi tunc decessisse creditur cum
 captus est.

》

「
法
の
い
か
な
る
部
分
に
お
い
て
も
、
敵
の
も
と
か
ら
帰
還
せ
ざ
る
者
は
、
あ
た
か
も
捕
虜
と
な
っ
た
時
に
死
亡
し
た
も
の
と
看
倣
さ
れ
る
。」l.18.

ff .d.tit.

﹇U
lp.35 ad

 S
ab.D

49,15,18.

コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
法
の
擬
制
に
つ
い
てH

.J.W
olff , T

he lex C
ornelia de captivis and the R

om
an law

 

of succession, T
R
 X

X
IX

（191

）, 136, 
死
の
擬
制
に
つ
い
て
、esp.165sqq. U

lpianus lib. 35 ad
 S

abin
u

m
 D

.49,15,18: In om
nibus 

partibus iuris is, qui reversus non est ab hostibus, quasi tunc decessisse videtur, cum
 captus est.

「
法
の
い
か
な
る
部
分
に
お
い
て

も
、
敵
の
も
と
か
ら
帰
還
せ
ざ
る
者
は
、
あ
た
か
も
捕
虜
と
な
っ
た
時
に
死
亡
し
た
も
の
と
看
倣
さ
れ
る
。」cf.W

olff , op.cit.,167sq.

（
6
） U

lpianus lib. 1 in
stitu

tion
u

m
 D

.49,15,24: H
ostes sunt, quibus bellum

 publice populus R
om

anus decrevit vel ipse populo 

R
om

ano: ceteri latrunculi vel praedones appellantur. E
t ideo qui a latronibus captus est, servus latronum

 non est, nec 

postlim
inium

 illi necessarium
 est: ab hostibus autem

 captus, ut puta a G
erm

anis et P
arthis, et servus est hostium

 et 

postlim
inio statum

 pristinum
 recuperat.

敵
と
は
、
こ
れ
に
ロ
ー
マ
国
民
が
公
に
宣
戦
布
告
し
た
者
た
ち
又
は
ロ
ー
マ
国
民
に
自
ら
宣
言
し
た

者
た
ち
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
者
は
、
盗
賊
又
は
略
奪
者
と
呼
ば
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
盗
賊
に
よ
り
捕
ら
わ
れ
た
者
は
、
盗
賊
の
奴
隷
で
は
な

く
、
帰
国
権
は
当
人
に
は
必
要
で
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
敵
に
よ
り
、
例
え
ば
ゲ
ル
マ
ン
人
や
パ
ル
テ
ィ
ア
人
に
よ
り
捕
ら
わ
れ
た
者
は
、
敵
の
奴
隷

で
あ
り
、
帰
国
権
に
よ
り
以
前
の
状
態
を
回
復
す
る
。」

（
7
） P

aulus lib. 16 ad
 S

abin
u

m
 D

.49,15,19,2: A
 piratis aut latronibus capti liberi perm

anent.

六
五
六



ポ
テ
ィ
エ
『
新
編
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
一
七
章
に
お
け
る
帰
国
権
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
八
八
九
）

（
8
） U

lpianus lib. 5 opin
ion

u
m

 D
.49,15,21,1.:In civilibus dissensionibus quam

vis saepe per eas res publica laedatur, non tam
en 

in exitium
 rei publicae contenditur: qui in alterutras partes discedent, vice hostium

 non sunt eorum
, inter quos iura 

captivitatium
 aut postlim

iniorum
 fuerint. E

t ideo captos et venum
datos posteaque m

anum
issos placuit supervacuo repetere a 

principe ingenuitatem
, quam

 nulla captivitate am
iserant. 

「
内
乱
に
お
い
て
は
、
た
と
え
し
ば
し
ば
そ
れ
に
よ
り
国
家
が
危
害
を
加
え
ら
れ

よ
う
と
も
、
国
家
の
破
滅
に
向
け
て
戦
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
軍
門
に
加
わ
る
者
は
、
そ
の
者
と
の
間
で
捕
虜
と
帰
国
の
権
利
が
適

用
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
当
の
敵
に
は
当
た
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
捕
ら
え
ら
れ
売
却
さ
れ
そ
し
て
そ
の
後
に
解
放
さ
れ
た
者
が
皇
帝
に
自
由
出
生

身
分
の
回
復
を
求
め
る
こ
と
が
無
益
な
こ
と
は
確
定
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
彼
ら
は
捕
虜
に
な
っ
て
自
由
身
分
を
喪
失
す
る
こ
と
は
決
し
て

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。」

（
9
） C

icero, d
e orat. 1,40,182: S

i quis apud nos servisset ex populo foederato seseque liberasset et postea dom
um

 revenisset, 

quaesitum
 est apud m

aiores nostros, num
 is ad suos postlim

inio redisset et am
isisset hanc civitatem

.

同
盟
国
の
国
民
の
一
人
が
我

ら
ロ
ー
マ
市
民
の
も
と
で
奴
隷
と
し
て
働
い
た
あ
と
、
自
由
人
と
な
っ
た
が
、
の
ち
に
帰
国
し
た
場
合
、
わ
れ
わ
れ
の
先
人
の
あ
い
だ
で
問
わ
れ
た

の
は
、
彼
が
帰
国
（
し
復
権
す
る
）
権
に
よ
っ
て
自
国
に
戻
り
、
そ
れ
と
同
時
に
わ
が
国
の
市
民
権
を
失
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。」

（
大
西
訳
を
参
照
。）
同
盟
関
係
と
帰
国
権
の
関
係
に
つ
い
て
、
キ
ケ
ロ
文
及
び
後
掲F

estus 218

（
注
10
）、
プ
ロ
ク
ル
ス
文P

roculus, 

D
.49,15,7pr.

（
注
11
）
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
差
し
当
た
り
、W

atson, L
P
,249sqq.

、
吉
原
・
前
掲

を
参
照
。
一
般
に
ロ
ー
マ
国
民
及
び
自
由
な
国
民populi liberi

、
同
盟
国foederati

、
王
国reges

と
の
関
係
に
つ
い
て
、M

om
m
sen, 

III,645ff .; K
aser, R

P
rR

 I
2, 281, n.28

所
掲
の
文
献
を
参
照
。

（
10
） F

estus 218: C
um

 populus liberis et cum
 foedratis et cum

 regibus postlim
inium

 nobis est ita uti cum
 hostibus; quae 

nationes in dicione nostra sunt, cum
 his 

﹇postlim
inium

 non est.
﹈ 「
自
由
な
国
民
、
同
盟
者
、
王
と
の
間
で
の
帰
国
権
は
、
敵
国
民
と
の
間

で
と
同
様
に
、
我
々
に
帰
属
す
る
。
我
々
の
支
配
下
に
あ
る
国
民
と
の
間
に
は
﹇
帰
国
権
は
な
い
﹈。」

（
11
） P

roculus lib. 8 epistu
laru

m
 D

.49,15,7pr. N
on dubito, quin foederati et liberi nobis externi sint, nec inter nos atque eos 

postlim
inium

 esse: etenim
 quid inter nos atque eos postlim

inio opus est, cum
 et illi apud nos et libertatem

 suam
 et dom

inium
 

六
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
九
〇
）

rerum
 suarum

 aeque atque apud se retineant et eadem
 nobis apud eos contingant? P

roculus lib. 8 epistu
laru

m
 D

.49,15,7pr.

「
同

盟
者
た
る
自
由
な
国
民
は
我
々
に
と
っ
て
異
国
民
で
あ
る
が
、
我
々
と
彼
ら
と
の
間
に
帰
国
権
が
な
い
こ
と
を
私
は
疑
わ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
彼

ら
が
我
々
の
も
と
で
自
ら
の
自
由
と
物
の
所
有
権
を
ま
る
で
故
国
で
の
よ
う
に
享
受
し
、
同
じ
こ
と
が
彼
ら
の
も
と
で
我
々
に
も
当
て
は
ま
る
の
で

あ
れ
ば
、
彼
我
の
間
で
帰
国
権
の
い
か
な
る
必
要
性
が
あ
る
か
？
﹇
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
﹈。」1:L

iber autem
 populus est 

is, qui nullius alterius populi potestati est subiectus: sive is foederatus est item
, sive aequo foedere in am

icitiam
 venit sive 

foedere com
prehensum

 est, ut is populus alterius populi m
aiestatem

 com
iter conservaret. H

oc enim
 adicitur, ut intellegatur 

alterum
 populum

 superiorem
 esse, non ut intellegatur alterum

 non esse liberum
: et quem

adm
odum

 clientes nostros intellegim
us 

liberos esse, etiam
si neque auctoritate neque dignitate neque viri boni nobis praesunt, sic eos, qui m

aiestatem
 nostram

 com
iter 

conservare debent, liberos esse intellegendum
 est. 1.

「
自
由
な
国
民
と
は
、
対
等
の
同
盟
に
よ
り
友
好
関
係
に
入
っ
た
者
で
あ
れ
、
同
盟

に
よ
り
当
該
国
民
が
他
国
民
の
主
権
を
喜
ん
で
尊
重
す
る
旨
が
謳
わ
れ
る
の
で
あ
れ
、
い
か
な
る
他
の
国
民
の
権
力
に
も
服
し
て
い
な
い
者
の
こ
と

で
あ
る
。
同
盟
者
も
同
様
で
あ
る
。
も
と
よ
り
こ
れ
に
付
言
す
れ
ば
、
一
方
の
国
民
が
優
越
す
る
と
解
さ
れ
る
こ
と
は
、
他
の
国
民
が
自
由
で
は
な

い
と
解
さ
れ
る
わ
け
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
我
々
が
庇
護
国
民
が
自
由
で
あ
る
と
理
解
す
る
限
り
、
た
と
え
権
威
に
お
い
て
も
品
位
に
お
い

て
も
よ
き
人
た
る
に
お
い
て
も
彼
ら
が
我
々
に
優
ら
ず
と
い
え
ど
も
、
我
々
の
主
権
を
尊
重
す
る
者
た
ち
は
自
由
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。」2: A

t fi unt apud nos rei ex civitatibus foederatis et in eos dam
natos anim

advertim
us. 

「
我
々
の
も
と
で
同
盟
国
家
出
身
の
者
は

被
告
人
と
な
り
、
我
々
は
、
有
罪
判
決
の
上
彼
ら
を
罰
す
る
。」

（
12
） L

iv.1,24,3:“A
udi” inquit, “Iuppiter; audi, pater patrate populi A

lbani; audi tu, populus A
lbanus. U

t illa palam
 prim

a 

postrem
a ex illis tabulis cerave recitata sunt sine dolo m

alo, utique ea hic hodie rectissim
e intellecta sunt, illis legibus 

populus R
om

anus prior non defi ciet. S
i prior defexit publico consilio dolo m

alo, tum
 ille D

iespiter populum
 R

om
anum

 sic ferito 

ut ego hunc porcum
 hic hodie feriam

; tantoque m
agis ferito quanto m

agis potes pollesque.”

「
聴
け
、
ユ
ッ
ピ
テ
ル
よ
。
聴
け
、
ア
ル

バ
の
民
の
外
交
神
官
長
よ
。
聴
け
、
ア
ル
バ
の
民
よ
。
蝋
版
に
記
さ
れ
た
条
文
が
公
の
場
で
、
一
部
始
終
、
嘘
偽
り
な
く
、
読
み
上
げ
ら
れ
、
今
日

こ
の
場
で
正
し
く
了
解
さ
れ
た
以
上
は
、
ロ
ー
マ
人
民
が
先
に
違
犯
す
る
こ
と
は
な
い
。
も
し
ロ
ー
マ
人
民
が
公
的
決
議
と
意
図
的
害
意
に
よ
り
先

六
五
八
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に
違
犯
す
る
こ
と
あ
れ
ば
、
ユ
ッ
ピ
テ
ル
よ
、
今
日
こ
こ
で
私
が
こ
の
牡
豚
を
打
ち
据
え
る
よ
う
、
そ
の
日
の
う
ち
に
ロ
ー
マ
人
民
を
打
ち
据
え
給

え
。
よ
り
大
い
な
る
権
能
、
よ
り
大
い
な
る
威
力
持
て
る
方
と
し
て
、
こ
れ
よ
り
激
し
く
打
ち
据
え
給
え
。」
岩
谷
智
訳
『
ロ
ー
マ
建
国
以
来
の
歴

史
1
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
・
二
〇
〇
八
年
を
参
照
。

（
13
） 
注
25
を
参
照
。「
戦
時
に
お
い
て
は
帰
国
権
は
存
在
す
る
が
、
平
時
に
は
戦
争
に
よ
り
捕
虜
と
な
っ
た
者
に
、
平
和
条
約
に
お
い
て
同
人
た
ち

に
つ
い
て
何
ら
の
取
り
決
め
も
為
さ
れ
な
か
っ
た
限
り
で
、
帰
国
権
は
帰
属
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
は
そ
の
こ
と
が
確
定
の
こ
と
で
あ
っ

た
と
記
し
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
、
ロ
ー
マ
人
は
、
帰
還
の
希
望
は
市
民
に
と
っ
て
平
時
に
よ
り
も
戦
争
の
徳
に
お
け
る
方
が
大
き
い
こ
と
を
欲

し
た
か
ら
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
平
時
に
異
国
民
の
も
と
に
赴
き
、
も
し
突
然
に
戦
争
が
勃
発
し
た
場
合
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
そ
の
も
と
で
彼
ら

が
敵
と
さ
れ
る
当
の
そ
の
者
た
ち
の
奴
隷
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
彼
ら
に
戦
時
に
も
平
時
に
も
帰
国
権
は
帰
属
す
る
。
但
し
、
彼
ら
が

帰
国
権
を
有
さ
な
い
旨
条
約
に
よ
り
締
結
さ
れ
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。」

（
14
） P

om
ponius lib. 37 ad

 Q
u

in
tu

m
 M

u
ciu

m
 D

.49,15,5pr.: P
ostlim

inii ius com
petit aut in bello aut in pace.

（
15
） P

om
ponius lib. 37 ad

 Q
u

in
tu

m
 M

u
ciu

m
 D

.49,15,5,1. In bello, cum
 hi, qui nobis hostes sunt, aliquem

 ex nostris ceperunt 

et intra praesidia sua perduxerunt: nam
 si eodem

 bello is reversus fuerit, postlim
inium

 habet, id est perinde om
nia restituuntur 

ei iura, ac si captus ab hostibus non esset. A
ntequam

 in praesidia perducatur hostium
, m

anet civis. T
unc autem

 reversus 

intellegitur, si aut ad am
icos nostros perveniat aut intra praesidia nostra esse coepit.

（
16
） P

om
ponius lib. 37 ad

 Q
u

in
tu

m
 M

u
ciu

m
 D

.49,15,5,2: In pace quoque postlim
inium

 datum
 est: nam

 si cum
 gente aliqua 

neque am
icitiam

 neque hospitium
 neque foedus am

icitiae causa factum
 habem

us, hi hostes quidem
 non sunt, quod autem

 ex 

nostro ad eos pervenit, illorum
 fi t, et liber hom

o noster ab eis captus servus fi t et eorum
: idem

que est, si ab illis ad nos aliquid 

perveniat. H
oc quoque igitur casu postlim

inium
 datum

 est.

（
17
） P

aulus lib. 16 ad
 S

abin
u

m
 D

.49,15,19,1: Indutiae sunt, cum
 in breve et in praesens tem

pus convenit, ne invicem
 se 

lacessant: quo tem
pore non est postlim

inium
.

（
18
） D

.49,15,4 M
odestinus lib. 3 regu

laru
m

:E
os, qui ab hostibus capiuntur vel hostibus deduntur, iure postlim

inii reverti 

六
五
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
九
二
）

antiquitus placuit. A
n qui hostibus deditus reversus nec a nobis receptus civis R

om
anus sit, inter B

rutum
 et S

caevolam
 varie 

tractatum
 est: et consequens est, ut civitatem

 non adipiscatur.
｢

敵
に
よ
っ
て
捕
ら
わ
れ
、
ま
た
は
敵
に
引
渡
さ
れ
た
者
が
帰
国
権
に
よ

り
帰
還
す
る
は
、
往
時
よ
り
の
決
ま
り
で
あ
る
。
敵
国
民
に
引
渡
さ
れ
そ
し
て
返
還
さ
れ
た
が
わ
れ
わ
れ
に
よ
っ
て
受
領
さ
れ
な
か
っ
た
者
が
ロ
ー

マ
市
民
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
ブ
ル
ト
ゥ
ス
と
ス
カ
ェ
ウ
ォ
ラ
と
の
あ
い
だ
で
取
扱
い
が
異
な
っ
た
、
そ
し
て
こ
の
者
が
市
民
権
を
認
め
ら
れ
な

い
と
い
う
の
が
一
貫
し
て
い
る
。｣

（
19
） 

こ
の
配
列
順
は
学
説
彙
纂
の
法
文
の
順
序
に
よ
る
か
。

（
20
） P

aulus lib. 16 ad
 S

abin
u

m
 D

.49,15,19,4: T
ransfugae nullum

 postlim
inium

 est: nam
 qui m

alo consilio et proditoris anim
o 

patriam
 reliquit, hostium

 num
ero habendus est. S

ed hoc in libero transfuga iuris est, sive fem
ina sive m

asculus sit.

「
逃
亡
者
は

決
し
て
帰
国
権
を
有
さ
な
い
。
実
際
、
悪
し
き
意
思
と
裏
切
り
者
の
意
思
を
も
っ
て
祖
国
を
去
っ
た
者
は
、
敵
に
数
え
ら
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
は
、
男
女
を
問
わ
ず
、
自
由
人
の
逃
亡
者
に
つ
い
て
の
法
で
あ
る
。」

（
21
） P

aulus lib. 16 ad
 S

abin
u

m
 D

.49,15,19,8: T
ransfuga autem

 non is solus accipiendus est, qui aut ad hostes aut in bello 

transfugit, sed et qui per indutiarum
 tem

pus aut ad eos, cum
 quibus nulla am

icitia est, fi de suscepta transfugit.

（
22
） P

othier, tom
.23, p.164.

（
23
） F

lorentinus lib. 6 in
stitu

tion
u

m
 D

.49,15,26: N
ihil interest, quom

odo captivus reversus est, utrum
 dim

issus an vi vel 

fallacia potestatem
 hostium

 evaserit, ita tam
en, si ea m

ente venerit, ut non illo reverteretur: nec enim
 satis est corpore dom

um
 

quem
 redisse, si m

ente alienus est. S
ed et qui victis hostibus recuperantur, postlim

inio redisse existim
antur. 

（
24
） P

om
ponius lib. 36 ad

 S
abin

u
m

 D
.49,15,20pr.:S

i captivus, de quo in pace cautum
 fuerat ut rediret, sua voluntate apud 

hostes m
ansit, non est ei postea postlim

inium
.

（
25
） T

ryphoninus lib. 4 d
ispu

tation
u

m
 D

.49,15,12pr. 

：In bello postlim
inium

 est, in pace autem
 his, qui bello capti erant, de 

quibus nihil in pactis erat com
prehensum

. Q
uod ideo placuisse S

ervius scribit, quia spem
 revertendi civibus in virtute bellica 

m
agis quam

 in pace R
om

ani esse voluerunt. V
erum

 in pace qui pervenerunt ad alteros, si bellum
 subito exarsisset, eorum

 servi 

六
六
〇
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effi  ciuntur, apud quos iam
 hostes suo facto deprehenduntur. Q

uibus ius postlim
inii est tam

 in bello quam
 in pace, nisi foedere 

cautum
 fuerat, ne esset his ius postlim

inii.
（
26
） P

om
ponius lib. 36 ad

 S
abin

u
m

 D
.49,15,20,1: V

erum
 est expulsis hostibus ex agris quos ceperint dom

inia eorum
 ad 

priores dom
inos redire nec aut publicari aut praedae loco cedere: publicatur enim

 ille ager qui ex hostibus captus sit.

（
27
） P

othier, tom
.23, p.166.

（
28
） P

aulus lib. 16 ad
 S

abin
u

m
 D

.49,15,19,10: P
ostlim

inium
 hom

inibus est, cuiuscum
que sexus condicionisve sint: nec interest, 

liberi an servi sint. N
ec enim

 soli postlim
inio recipiuntur, qui pugnare possunt, sed om

nes hom
ines, quia eius naturae sunt, ut 

usui esse vel consilio vel aliis m
odis possint. cf. C

odex 8,51,10

（
29
） P

aulus lib. 16 ad
 S

abin
u

m
 D

.49,15,19,4: T
ransfugae nullum

 postlim
inium

 est: nam
 qui m

alo consilio et proditoris anim
o 

patriam
 reliquit, hostium

 num
ero habendus est. S

ed hoc in libero transfuga iuris est, sive fem
ina sive m

asculus sit.

（
30
） P

aulus lib. 16 ad
 S

abin
u

m
 D

.49,15,19,5: S
i vero servus transfugerit ad hostes, quoniam

, et cum
 casu captus est, dom

inus 

in eo postlim
inium

 habet, rectissim
e dicitur etiam

 ei postlim
inium

 esse, scilicet ut dom
inus in eo pristinum

 ius recipiat, ne 

contrarium
 ius non tam

 ipsi iniuriosum
 sit, qui servus sem

per perm
anet, quam

 dom
ino dam

nosum
 constituatur.

（
31
） P

aulus lib. 16 ad
 S

abin
u

m
 D

.49,15,19,7: F
ilius quoque fam

ilias transfuga non potest postlim
inio reverti neque vivo patre, 

quia pater sic illum
 am

isit, quem
adm

odum
 patria, et quia disciplina castrorum

 antiquior fuit parentibus R
om

anis quam
 caritas 

liberorum
.

（
32
） L

abeo lib. 4 pith
an

on
 a P

au
lo epitom

aru
m

 D
.49,15,28: S

i quid bello captum
 est, in praeda est, non postlim

inio redit. 

P
aulus. Im

m
o si in bello captus pace facta dom

um
 refugit, deinde renovato bello capitur, postlim

inio redit ad eum
, a quo priore 

bello captus erat, si m
odo non convenerit in pace, ut captivi redderentur.

（
33
） M

arcellus lib. 39 d
igestoru

m
 D

.49,15,2pr.: N
avibus longis atque onerariis propter belli usum

 postlim
inium

 est, non 

piscatoriis aut si quas actuarias voluptatis causa paraverunt.

六
六
一
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本
法
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二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
九
四
）

（
34
） M

arcellus lib. 39 d
igestoru

m
 D

.49,15,2,1: E
quus item

 aut equa freni patiens recipitur postlim
inio: nam

 sine culpa equitis 

proripere se potuerunt.
（
35
） M

arcellus lib. 39 d
igestoru

m
 D

.49,15,2,2: N
on idem

 in arm
is iuris est, quippe nec sine fl agitio am

ittuntur: arm
a enim

 

postlim
inio reverti negatur, quod turpiter am

ittantur:

（
36
） P

om
ponius lib. 37 ad

 Q
u

in
tu

m
 M

u
ciu

m
 D

.49,15,3:Item
 vestis.

（
37
） P

aulus lib. 2 ad
 S

abin
u

m
 D

.49,15,13:S
i m

e tibi adrogandum
 dedissem

, em
ancipato m

e reversum
 ab hostibus fi lium

 m
eum

 

loco nepotis tibi futurum
 constat.

（
38
） T

ryphoninus lib. 4 d
ispu

tation
u

m
 D

.49,15,12,17: E
rgo de m

etallo captus redem
ptus in poenam

 suam
 revertetur, nec tam

en 

ut transfuga m
etalli puniendus erit, sed redem

ptor a fi sco pretium
 recipiet quod etiam

 constitutum
 est ab im

peratore nostro et 

divo S
evero.

（
39
） P

aulus lib. 16 ad
 S

abin
u

m
 D

.49,15,19,3: P
ostlim

inio redisse videtur, cum
 in fi nes nostros intraverit, sicuti am

ittitur, ubi 

fi nes nostros excessit.

（
40
） 

ibid
.: S

ed et si in civitatem
 sociam

 am
icam

ve aut ad regem
 socium

 vel am
icum

 venerit, statim
 postlim

inio redisse videtur, 

quia ibi prim
um

 nom
ine publico tutus esse incipiat.

（
41
） 

前
注
23
を
参
照
。

（
42
） 

ポ
ン
ポ
ニ
ウ
ス
・
ム
キ
ウ
ス
注
解
第
三
七
巻
に
つ
い
て
、
吉
原
・
前
掲
・
広
島
法
学
九
巻
一
号
一
頁
以
下
、
二
〇
頁
注
九
を
参
照
。W

ieacker, 

F
., D

ie röm
ischen Juristen in der politischenG

esellschaft des zw
eiten vorchristlichen Jahrhunderts, in 

：F
estgabe fü

r U
.v. 

L
ü

btow
, 1970.183ff ., 206.

（
43
） P

om
ponius lib. 37 ad

 Q
u

in
tu

m
 M

u
ciu

m
 D

.49,15,5,3. C
aptivus autem

 si a nobis m
anum

issus fuerit et pervenerit ad suos, 

ita dem
um

 postlim
inio reversus intellegitur, si m

alit eos sequi quam
 in nostra civitate m

anere. E
t ideo in A

tilio R
egulo, quem

 

C
arthaginienses R

om
am

 m
iserunt, responsum

 est non esse eum
 postlim

inio reversum
, quia iuraverat C

arthaginem
 reversurum

 

六
六
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et non habuerat anim
um

 R
om

ae rem
anendi. E

t ideo in quodam
 interprete M

enandro, qui posteaquam
 apud nos m

anum
issus erat, 

m
issus est ad suos, non est visa necessaria lex, quae lata est de illo, ut m

aneret civis R
om

anus: nam
 sive anim

us ei fuisset 

rem
anendi apud suos, desineret esse civis, sive anim

us fuisset revertendi, m
aneret civis, et ideo esset lex supervacua.

（
44
） 
帰
国
権
の
効
果
の
詳
細
に
つ
い
て
は
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
45
） U

lpianus lib. 13 ad
 S

abin
u

m
 D

.49,15,16: R
etro creditur in civitate fuisse, qui ab hostibus advenit.

「
敵
の
も
と
か
ら
帰
還
し

た
者
は
遡
及
的
に
国
家
内
に
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。」

（
46
） T

ryphoninus lib. 4 d
ispu

tation
u

m
 D

.49,15,12,2: F
acti autem

 causae infectae nulla constitutione fi eri possunt. Ideo eorum
, 

quae usucapiebat per sem
et ipsum

 possidens qui postea captus est, interrum
pitur usucapio, quia certum

 est eum
 possidere 

desisse. E
orum

 vero, quae per subiectas iuri suo personas possidebat usuque capiebat, vel si qua postea peculiari nom
ine 

com
prehenduntur, Iulianus scribit credi suo tem

pore im
pleri usucapionem

 rem
anentibus isdem

 personis in possessione. 

M
arcellus nihil interesse, ipse possedisset an subiecta ei persona. S

ed Iuliani sententiam
 sequendum

 est.

「
事
実
問
題
は
い
か
な

る
勅
法
を
も
っ
て
し
て
も
な
か
っ
た
と
は
な
し
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
自
分
自
身
占
有
し
て
使
用
取
得
し
て
い
た
も
の
の
使
用
取
得
は
、
同
人
が
捕
虜

と
な
っ
た
場
合
に
は
中
断
す
る
。
と
い
う
の
は
、
同
人
が
占
有
を
中
断
し
た
こ
と
は
確
実
な
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
本
人
の
権
利
に
従
属
す

る
者
に
よ
っ
て
占
有
し
使
用
取
得
を
継
続
し
た
も
の
又
は
そ
の
後
特
有
財
産
の
名
義
に
含
ま
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
ユ
リ
ア
ヌ
ス
は
そ
の
時
代
に
使

用
取
得
は
本
人
自
身
が
占
有
を
維
持
し
て
満
た
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
記
し
た
。
マ
ル
ケ
ッ
ル
ス
﹇
は
﹈、
本
人
自
身
が
占
有
す
る
か
、
本

人
に
従
属
す
る
者
が
占
有
す
る
か
は
重
要
で
は
な
い
﹇
と
記
し
た
﹈。
し
か
し
ユ
リ
ア
ヌ
ス
の
見
解
が
従
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。」

（
47
） H

.J.W
olff , T

he lex C
ornelia de captivis and the R

om
an law

 of succession, T
R
 X

X
IX

（191

）, 136, 

死
の
擬
制
に
つ
い
て
、esp.165sqq.

（
48
） U
lpianus lib. 35 ad

 S
abin

u
m

 D
.49,15,18: In om

nibus partibus iuris is, qui reversus non est ab hostibus, quasi tunc 

decessisse videtur, cum
 captus est.

「
法
の
い
か
な
る
部
分
に
お
い
て
も
、
敵
の
も
と
か
ら
帰
還
せ
ざ
る
者
は
、
あ
た
か
も
捕
虜
と
な
っ
た
時

に
死
亡
し
た
も
の
と
看
倣
さ
れ
る
。」cf.W

olff , op.cit.,167sq.

（
49
） 

差
し
当
た
り
、K

aser, R
P

rR
 I

1, 291, n.23; R
P

rR
 72　

柴
田
訳
一
三
八
頁
を
参
照
。
な
お
、
戦
争
捕
虜
に
な
っ
た
自
由
人
を
請
け
戻
す
者

六
六
三



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
九
六
）

は
、
請
戻
金
が
自
身
に
償
還
さ
れ
る
ま
で
は
、
皇
帝
法
（
二
世
紀
後
半
）
に
基
づ
い
て
、
買
戻
さ
れ
た
捕
虜
に
対
し
て
留
置
権
を
保
持
す
る
と
さ
れ

る
（D

iocl. C
.8,50,17pr.

）。P
othier, tom

. 21, 217 s99.

を
参
照
。

＊
本
稿
は
、
二
〇
一
三
年
度
〜
二
〇
一
六
年
度
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
（
Ｃ
）「
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
レ
グ
ラ
エ
の
研
究
」
研
究
課
題

番
号25380013
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

六
六
四
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